
   

 

 

 横 歯 発 第 7 8 4 8 号 

令和７年１１月２１日 

 

一般社団法人横浜市歯科医師会 

会  長  佐 藤 信 二 

 

横浜市歯科保健医療センターにおける 

センター非常勤職員(歯科衛生士･受付事務員･歯科助手)の募集について 

（お願い） 
  

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

 平素、本会事業の実施に格別なるご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 さて、現在、横浜市歯科保健医療センターにご協力いただいております方々の労働契

約期間が令和８年３月末日をもって満了となります。本会では、任期満了に伴い、従事

可能な歯科衛生士、受付事務員及び歯科助手を以下の通り募集いたします。 

 つきましては、会員の先生方からお心あたりの方々にご周知賜りたく、ご多忙中誠に

恐縮とは存じますが、お取り計らいの程よろしくお願い申しあげます。 

 また、同時にゴールデンウィーク・お盆・年末年始等の繁忙期増員体制時にご協力い

ただける方も併せて募集いたします。 

応募を希望される方におかれましては、必要な書類もございますので、直接「横浜市

歯科医師会事務局」(231-0012横浜市中区相生町 6-107／℡045-681-1553／応募締切：令

和８年１月５日(月)必着)あてご連絡くださいますよう併せてご周知賜れば幸いです。 

 

 

 

 

令和８年度センター非常勤職員募集要項等について 
○趣旨 

横浜市歯科保健医療センターが、より一層の患者サービス向上や医療事故防止対策の

一環と診療内容の充実化を図る観点から、各診療事業における従事者の固定化を引続き

実施する。 

○応募基準 

①各診療事業に従事可能な事 

②横浜市からの補助事業・委託事業である本事業の趣旨と責任をご理解いただける事 

③各診療事業の担当医の指示のもと対応が図れる事等本会の事業方針を理解し、従事出

来る方 

○診療概要 裏面診療概要をご参照ください 

○提出書類 応募用紙（顔写真貼付） 歯科衛生士免許(写し)  

○締切   令和８年１月５日(月)必着 

○面接   令和８年１月２９日(木)実施予定 

○選考   令和８年２月(横浜市歯科保健医療センター運営規則・就業規則に準じて選

考)※選考結果は、理事会承認後各応募者あてに通知します。 
（３月開催予定の研修会に必ず参加すること） 

 

 



【共通確認事項】

　○複数の事業に従事することも可能です。
　○繁忙期（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始、連休等）に増員体制を敷きます。
　○交通費実費を支給します。
【歯科衛生士】

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

【受付事務員】

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

【歯科助手】

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

勤 務 地
募集人数
勤 務
日 当

（令和7年11月現在）

横浜市歯科保健医療センタ－

若干名
日・祝日・12/29～1/4/午前9時00分～午後5時00分/診療日数：73日

センタ－非常勤職員（歯科衛生士・受付事務員・歯科助手）の診療概要

■　休日救急歯科診療事業【診療体制：2名/日、繁忙期増員】

・ 中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）
・

　○下記診療概要は手当額も含め、横浜市等からの補助金額等により変更となる場合があります。

・

若干名

・

■　夜間救急歯科診療事業【診療体制：1名/日（月～土）、2名/日（日・祝日）、繁忙期増員】

・ 中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）

毎夜間/午後6時45分～午後11時15分/診療日数：365日
・

■　障がい者歯科診療事業【診療体制：6名/日】

中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）

若干名

　○診療日数は令和7年度診療日数（１年間）のものです。

中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）

・
・

一般：9,000円/2連休：10,000円/3連休：11,300円/年末年始：13,700円

一般：7,800円/2連休：8,500円/3連休：9,700円/年末年始：11,800円

・ 一般：11,400円/2連休：12,700円/3連休：14,300円/年末年始：17,200円

・
・

・

月～土曜日（祝日及び12/29～1/4を除く）/午前8時30分～午後5時30分/診療日数：292日
若干名

14,100円

・

■　休日救急歯科診療事業【診療体制：2名/日、繁忙期増員】

中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）

・

・

・ 中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）

9,900円
月～土曜日（祝日及び12/29～1/4を除く）/午前8時30分～午後5時30分/診療日数：292日

・

若干名

毎夜間/午後6時45分～午後11時15分/診療日数：365日

・
・

・

一般：7,100円/2連休：7,700円/3連休：8,600円/年末年始：10,100円

■　障がい者歯科診療事業【診療体制：１名/日】

・ 日・祝日・12/29～1/4/午前9時00分～午後5時00分/診療日数：73日

・

・

・

■　夜間救急歯科診療事業【診療体制：1名/日（月～土）、2名/日（日・祝日）、繁忙期増員】

若干名

・ 月～土曜日（祝日及び12/29～1/4を除く）/午前8時30分～午後5時30分/診療日数：292日
・ 9,900円

■　障がい者歯科診療事業【診療体制：１名/日】

・ 中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）
・ 若干名

・ 9,900円

■　訪問歯科診療事業(自動車運転業務有)【診療体制：１名/日】

・ 中区相生町（横浜市歯科保健医療センター）
・ 若干名
・ 月～土曜日（祝日及び12/29～1/4を除く）/午前8時30分～午後5時30分/診療日数：292日


